
ホームタウン奨学金事業（官民連携奨学ローン返済支援）補助金 交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ホームタウン奨学金事業（官民連携奨学ローン返済支援）補助金（以下「補

助金」という。）の交付について、敦賀市補助金等交付規則（昭和５７年敦賀市規則第５号。以

下「交付規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、市民の高等教育機関への進学に係る経費を補助し、敦賀で育った子供たち

の定住を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりと

する。 

  ⑴ 奨学ローン 特定金融機関が、市民に、その本人又は三親等以内の親族の教育資金に充て

るために貸し付ける金銭をいう。 

  ⑵ 高等教育機関 大学（大学院及び短期大学を含む。）、高等専門学校をいう。 

  ⑶ 奨学ローン対象者 高等教育機関に進学し、奨学ローンを借り入れる原因となった者をい

う。 

  ⑷ 特定金融機関 次の全てを満たす預貯金取扱金融機関をいう。 

   ア 市内に資金の貸付を行う店舗を有すること。 

   イ 本市と本補助金の実施に関する覚書を締結していること。 

   ウ 人口減少対策として市民に対して特別な支援措置を講じていること。 

 

（補助対象） 

第４条 補助の対象は、補助対象者が特定金融機関から借り入れた奨学ローンの残債額とする。 

 

（補助対象者） 

第５条 補助の対象となる者は、特定金融機関から奨学ローンの借り入れを行った者であって、次の

各号を全て満たす者（以下「補助対象者」という。）とする。 

 ⑴ 奨学ローンの借入時及び補助金の申請時において本市に住所を有する者であること。 

 ⑵ 奨学ローン対象者が高等教育機関に進学する前に本市に住所を有するものであること。 

⑶ 奨学ローン対象者が高等教育機関を卒業後、第７条第１項に掲げる期間継続して本市に住所

を有し、かつ正規雇用（雇用期間の定めがなく、かつ、当該事業所等の所定労働時間と同じ時間

を勤務するものをいう。）として就業している者又は本市で起業等している者であること。 

⑷ 奨学ローン対象者が令和６年４月１日以降に高等教育機関に入学した者であること。 

⑸ 奨学ローン対象者が補助金の初回申請年度の末日において満２９歳以下であること。 

⑹ 奨学ローン対象者が敦賀市奨学育英資金貸付制度を利用していないこと。 

⑺ 特定金融機関に補助金の請求及び受領に係る権限を委任し、かつ当該奨学ローンの返済の期

限の利益を放棄することに同意する者 

⑻ 補助金を奨学ローンの残債額の返済に充てることに同意する者 

 ⑼ 敦賀市及び特定金融機関が、補助金に関する事務の遂行のため、補助対象者や奨学ローンの元

金残額等の情報を相互利用することに同意する者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付



しない。 

 ⑴ 同一会計年度において、同一の補助対象に対して、既に当該補助金の交付決定を受けている

者 

 ⑵ 同一の補助対象に対して、本市、国又は他の地方公共団体等による同様の補助制度を利用し

ている者 

 ⑶ 暴力団等の公序良俗に反する活動を行う者 

 ⑷ 市税を滞納している者 

 ⑸ 奨学ローンの債権が、特定金融機関以外の第三者に移管された者 

 ⑹ 奨学ローンの元利返済が滞っている者 

 ⑺ その他、市長が不適当と認める者 

 

 （補助金の額及び交付期間） 

第６条 各申請年度における補助金の額は、補助対象者の各申請年度の奨学ローンの２月末におけ

る残債額又は１００万円のいずれか少ない額を上限額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、

同一の奨学ローンにおいて、前条の要件を満たす複数の奨学ローン対象者がいる場合は、補助対

象者の各申請年度の奨学ローンの２月末における残債額又は１００万円に当該奨学ローン対象

者の人数を乗じた額のいずれか少ない額を上限とする。 

２ 補助金の交付期間は、補助金の初回申請年度から連続する３年度とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる申請

区分に応じ、補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）を毎年度１１月１日から１１月３０

日の期間に、市長に提出しなければならない。 

  ⑴ 初回申請 第５条第１項第３号に掲げる要件（以下「居住等要件」という。）を３カ月以

上継続して満たしたとき。 

  ⑵ ２年度目の申請 居住等要件を１５カ月以上継続して満たしたとき 

  ⑶ ３年度目の申請 居住等要件を２７カ月以上継続して満たしたとき 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第３号に定め

る書類については、前項第１号の初回申請時のみ添付するものとする。 

⑴ 補助対象者及び奨学ローン対象者が借入時及び申請時に市内に住所を有することを証明す

る書類 

  ⑵ 奨学ローン対象者の就労を証明する書類（様式第２号） 

  ⑶ 奨学ローン対象者が高等教育機関を卒業したことを証明する書類 

  ⑷ 補助対象者及び奨学ローン対象者の直近３カ月以内に取得した市税納税証明書（市税に滞 

納がない旨の証明書） 

  ⑸ 補助金代理受領等承諾申請書（様式第３号） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

３ 特定金融機関は、本補助金に関する事務の遂行のため、敦賀市の求めに応じて、ホームタウン奨

学金（官民連携奨学ローン返済支援）補助金補助対象者元金残高等一覧（様式第４号）により情報

提供を行うものとする。 

４ 第２項第５号に定める代理受領等承諾申請書により、補助対象者から補助金の請求及び受領に

係る権限を特定金融機関が受任した場合、当該特定金融機関が補助金を代理受領することについ

て、市は承諾したものとする。 

 

（補助金の交付決定兼確定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、



補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定兼確定通知書（様式第５号）を補助金

の代理受領を行う特定金融機関（以下「代理受領者」という。）に通知する。ただし、不交付の

決定を行う場合は、補助対象者に書面により通知を行うものとする。 

２ 市長は、前項の通知後、奨学ローンの繰上償還その他の事情の変更等が生じたと認めた場合、

既に執行した部分を除き、交付決定の内容等を変更することができる。 

 

（補助金の交付） 

第９条 代理受領者は、前条第１項の通知があった場合、市長に交付請求書（様式第６号）を提出し、

補助対象者への補助金を代理受領しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により適正な交付請求を受けたときは、３０日以内に補助金を代理受領者へ

交付するものとする。 

３ 代理受領者は、前項の規定により交付を受けた補助金を、補助対象者の奨学ローン元金残債額の

返済に充てなければならない。 

４ 代理受領者は、前項に定める手続きが完了したときは、ホームタウン奨学金（官民連携奨学ロ

ーン返済支援）補助金補助対象者元金残高等一覧（様式第４号）により市長に報告しなければな

らない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一

部を取り消し、又は変更することができる。 

  ⑴ 補助対象者及び奨学ローン対象者（以下「補助対象者等」という。）が、法令、本要綱又

はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。 

⑵ 補助対象者等が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

⑶ 補助対象者等が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。 

⑷ 交付の決定後に事情の変更が生じたとき。 

⑸ 補助対象者等が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反したとき。 

２ 市長は、事情の変更が生じた場合、交付決定又はこれに付した条件を変更することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消したときは、補助金取消

通知書（様式第７号）により補助対象者に通知するものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第11条 市長は、前条の補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る

部分に関し、既に補助対象者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助対象者又は代

理受領者にその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の返還を命ずるときは、補助金返還通知書（様式第７号）により補助対象者又は代理受領者

に通知するものとする。 

 

（補助事業の状況調査） 

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者又は代理受領者から補助事業の遂行の状況

に関し報告を求め、又は関係職員に調査をさせることができる。 

 

（補助事業の経理等) 

第13条 補助対象者及び代理受領者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならな



い。 

２ 補助対象者及び代理受領者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の

終了後５年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければな

らない。 

 

 （暴力団排除に関する誓約） 

第14条 補助対象者等は、別紙に記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前

に確認しなければならない。なお、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとみなす。 

 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月２２日から施行する。 



別紙 

 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当方は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後におい

ては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約

に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 補助対象者等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は暴力団員（同法第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

(２) 補助対象者等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 補助対象者等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

(４) 補助対象者等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき

関係を有しているとき。 

 


